
熊野古道伊勢路道標等整備事業費補助金に関するよくある質問

No. 質問 回答

1  法人ではありませんが応募可能ですか。  任意団体も応募可能です。

2  個人でも応募可能ですか。  個人での応募は受け付けていません。

3  定款や規約がない場合は、どうしたらよいですか。

 団体の運営形態により定款や規約がない場合は、運営規
定等の定款に相当する書類を提出してください。
 こうした書類がない場合は、新たに作成して提出してく
ださい。

4
 補助金の交付決定は、先着順ですか。早く申請した方が
有利になりますか。

 第１回募集では、申請の早さは審査に影響ありません。
募集期間中に受け付けた申請すべてを審査します。
 第２回募集は、先着順で審査します。

5
 申請書類に不備等がなく、すべての申請要件を満たして
いた場合、必ず本補助金を受けることができますか。

 本補助金は、伊勢路沿道地域おいて、統一感のある道標
等の案内看板の整備促進を図ることを目的とし、その目的
に合致する事業に対して補助するものです。
 申請内容について審査の上、交付決定を行いますが、予
算上限の都合等により、申請内容どおりに補助金を受けら
れない場合があります。
 あらかじめご了承のうえ、申請してください。

6  他の補助金との併用はできますか。

 県所管の他の補助制度とは重複申請できません。
 ただし、その他の公的機関や民間団体等からの助成につ
いては、当該助成が併用を禁止していない場合、自己負担
分に限り対象にできます。

7  補助金の交付決定後、すぐに補助金は支払われますか。

 補助金の交付決定後、すぐに補助金は支払われません。
 補助対象経費は、まず申請者にお支払いいただき、事業
完了・実績報告等の手続を経て、適当と認められた金額に
ついてお支払します。

9

 必要経費について、補助金の交付決定前に発注や契約を
したもの、支出をしたものは、過去にさかのぼって対象に
できますか。
 事業対象期間（令和６年２月末）後に、納品するものや
支出するものは対象にできますか。

 いずれも対象になりません。
 事業対象期間（補助金の交付決定日から令和６年２月
29日）中に、発注や契約をしていただき、納品や支出し
たものが対象となります。

10  複数回の申請はできますか。  申請は、申請者ごとに１回限りです。

11  領収書は必要ですか。
 領収書等の証拠書類は、必ず必要です。
 領収書等の宛名は、申請団体名・代表者名にするととも
に、支払明細が明確に分かるようにしてください。

12  補助金に関する検査はありますか。

 実績報告を提出いただいた後、書類の審査や必要に応じ
て現地調査等を実施します。
 上記審査等の結果、支出内容が不適正と判断された場合
等には、事業の一部又は全部について補助対象外となるこ
とがあります。


